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改定前 改定後 

第４条の２ （WEBサービス等） 第４条の２ （WEBサービス等） 

3.会員が「MyJCB」および「J/Secure（TM）」を

利用しない場合（「MyJCB」または「J/Secure

（TM）」の利用登録がなされていない場合を含み

ます。）、会員はオンライン取引によるショッピ

ング利用ができない場合があります。 

3.会員が「MyJCB」および「J/Secure（TM）」を

利用しない場合（「MyJCB」または「J/Secure

（TM）」の利用登録がなされていない場合を含

む。）、会員はオンライン取引によるショッピ

ング利用ができない場合があります。 

第１４条 個人信用情報機関の利用および登録 第１４条 個人信用情報機関が保有する信用情報

の利用および個人信用情報機関への信用情報の

提供等 

1.本会員および本会員として入会を申し込まれた

方（以下併せて「本会員等」という。）は、当社

または JCBが利用・登録する個人信用情報機関

（個人の支払能力に関する情報の収集および当該

機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん

業者等（以下「加盟会員」という。）に対する当

該情報の提供を業とするもの）について以下のと

おり同意します。 

1.本会員および本会員として入会を申し込まれ

た方（以下併せて「本会員等」という。）は、

当社または JCBが利用・登録する個人信用情報

機関（個人の支払能力・返済能力に関する情報

の収集および当該機関に加入する貸金業者・包

括信用購入あっせん業者等（以下「加盟事業

者」という。）に対する当該情報の提供を業と

するものをいう。以下同じ。）が保有する信用

情報の利用および個人信用情報機関への信用情

報の提供等について以下のことに同意します。 

(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社が

それぞれ加盟する個人信用情報機関（以下「加盟

個人信用情報機関」という。）および当該機関と

提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信用

情報機関」という。）に照会し、本会員等の個人

情報が登録されている場合はこれを利用するこ

と。なお、登録されている個人情報には、官報等

において公開されている情報、登録された情報に

関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、

本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された

情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人

信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が

含まれます。 

(1)両社が、本会員等の本人を特定するための情

報（氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類

の記号番号等、住所等）を、両社がそれぞれ加

盟する個人信用情報機関（以下「加盟個人信用

情報機関」という。）および当該機関と提携す

る個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報

機関」という。）に提供し、本会員等に関する

信用情報（(4)①に定める情報をいう。以下同

じ。）をこれらの個人信用情報機関に照会する

こと。 

  (2)(1)の照会により、これらの個人信用情報機

関に本会員等および本会員等の配偶者の信用情

報が登録されている場合は、当該信用情報の提

供を受け、本会員等の支払能力・返済能力の調

査のために利用すること。 
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改定前 改定後 

(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約

に関する客観的な取引事実に基づく個人情報およ

び当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の

「登録情報および登録期間」表に定める期間登録

されることで、当該機関および提携個人信用情報

機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提

供され、自己の与信取引上の判断（本会員等の支

払能力の調査または転居先の調査をいう。ただ

し、割賦販売法および貸金業法等により、支払能

力に関する情報については支払能力の調査の目的

に限る。）のために利用されること。 

(3)両社が本会員等の本契約に関する信用情報で

ある個人情報（本規約末尾の「登録情報および

登録期間」表（以下「登録情報・期間表」とい

う。）に列挙する情報等をいう。）を、加盟個

人信用情報機関に提供すること。なお、当該個

人情報は、加盟個人信用情報機関に登録され、

同表に定める期間保存されて、(4)に定めるとお

り利用されます。 

  (4)加盟個人信用情報機関が、当該機関および提

携個人信用情報機関の加盟事業者による取引上

の判断のために、保有する信用情報を以下のと

おり利用すること、および加盟事業者に提供す

ること。 

  ①加盟個人信用情報機関は下記の信用情報（登

録情報・期間表に列挙される情報を含む。）を

保有します。 

  ア.(3)により、両社を含め、加盟事業者から提

供を受けた情報 

  イ.加盟個人信用情報機関が収集した上記ア以外

の情報 

  ウ.加盟個人信用情報機関が、保有する信用情報

に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、

およびその関連情報 

  ②加盟個人信用情報機関は、保有する①の信用

情報を以下の目的で利用します。 

  ア.信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その

他自己の業務を適切に実施するための処理 

  イ.信用情報の分析等の処理およびそれに基づく

数値等の情報の算出 

  ウ.③に基づく信用情報の提供 
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改定前 改定後 

  ③加盟個人信用情報機関は、①の信用情報を加

盟事業者に提供します。また、加盟個人信用情

報機関は、①の信用情報の一部を提携個人信用

情報機関を通じて、その加盟事業者に提供しま

す。加盟事業者は、自己の与信取引上の判断

（顧客および顧客の配偶者の支払能力・返済能

力の調査または転居先の調査をいう。ただし、

割賦販売法または貸金業法等に基づき加盟事業

者が個人信用情報機関から提供を受ける情報に

ついては、支払能力・返済能力の調査の目的に

限る。）のために利用します。 

(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録され

ている個人情報について、個人情報の正確性およ

び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規

制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機

関における個人情報の保護と適正な利用確保のた

めに必要な範囲において、加盟個人信用情報機関

および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提

供し、利用すること。 

(5)前号により加盟個人信用情報機関に登録され

ている個人情報について、個人情報の正確性お

よび最新性の維持、苦情処理、加盟事業者に対

する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信

用情報機関における個人情報の保護と適正な利

用確保のために必要な範囲において、加盟個人

信用情報機関および当該機関の加盟事業者が個

人情報を相互に提供し、利用すること。 

2.2005年 3月 30日までに入会された家族会員お

よび家族会員として入会を申し込まれた方（以下

「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会

時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族

会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づ

く個人情報および当該機関が独自に収集した情報

が登録されている場合は、当該機関および提携個

人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能

力調査のためにこれを利用することを引き続き承

認します。 

2.2005年 3月 30日までに入会された家族会員お

よび家族会員として入会を申し込まれた方（以

下「家族会員等」という。）は、家族会員等の

入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関

に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事

実に基づく個人情報および当該機関が独自に収

集した情報が登録されている場合は、当該機関

および提携個人信用情報機関の加盟事業者が家

族会員等の支払能力調査のためにこれを利用す

ることを引き続き承認します。 

3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報

機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関と

し、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本

規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定め

る事実とします。なお、当社または JCBが新たに

個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他

の方法により通知のうえ同意を得るものとしま

す。 

3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情

報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機

関とします。なお、当社または JCBが新たに個

人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他

の方法により通知のうえ同意を得るものとしま

す。 
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改定前 改定後 

第２２条 ショッピングの利用 第２２条 ショッピングの利用 

10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払

式支払手段、現金類似物・現金等価物（疑似通

貨、回数券等を含むが、これらに限らない。）、

パソコン等の一部の商品の購入および電子マネー

の入金等については、第 20条第 1項に定める金

額の範囲内であったとしても、会員のショッピン

グ利用が制限され、カードを利用できない場合が

あります。 

10.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払

式支払手段、現金類似物・現金等価物（疑似通

貨、電子マネー、回数券等を含むが、これらに

限らない。）、パソコン、射幸性のある商品

等、その他当社所定の一部の商品・権利の購入

および役務の提供については、第 20条第 1項に

定める金額の範囲内であったとしても、本会員

の信用状況または会員のカード利用状況その他

の事情により、会員のショッピング利用が制限

され、カードを利用できない場合があります。

この場合、他の加盟店においてはショッピング

利用できる場合であっても、上記のショッピン

グ利用についてのみ制限を受ける場合があるこ

とについて、会員は承諾するものとします。 

第３２条 CD・ATMでの利用 第３２条 CD・ATMでの利用 

会員は、JCBと提携する金融機関等の CD・ATMで

以下の取引を行うことができます。その場合、会

員は当社に対し、貸金業法施行令等の法令で利息

とみなされない利用料の範囲内の当社所定の金融

機関利用料（本規約末尾に記載の「キャッシング

サービスのご案内」に定めるものをいう。）を支

払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置

地域、店舗等により、利用できない取引があり、

また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム

保守等により、利用できない時間帯があります。 

会員は、JCBと提携する金融機関等の CD・ATMで

以下の取引を行うことができます。その場合、

会員は当社に対し、(1)(2)においては貸金業法

施行令等の法令で利息とみなされない利用料の

範囲内の当社所定の金融機関利用料（本規約末

尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」

および＜繰上返済方法＞に定めるものをい

う。）を、(3)においては当社所定の金融機関利

用料（本規約末尾に記載の＜繰上返済方法＞に

定めるものをいう。）を支払うものとします。

なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等によ

り、利用できない取引があり、また、CD・ATMの

設置店舗の営業時間やシステム保守等により、

利用できない時間帯があります。 
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改定前 改定後 

第３３条 約定支払日と口座振替 第３３条 約定支払日と口座振替 

1.毎月 10日（当日が金融機関等休業日の場合は

翌営業日）を約定支払日とし、本会員はショッピ

ング利用代金の支払区分および金融サービスごと

に定められた該当する約定支払日に支払うべき金

額（以下「約定支払額」という。）を、予め本会

員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等

（原則として本会員名義の口座を届け出るものと

します。以下「お支払い口座」という。）から口

座振替の方法により支払うものとします。ただ

し、事務上の都合により当該約定支払日以降の約

定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当

社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機

関の都合等により当社が特に指定した場合には、

当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、

当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の

支払方法（この場合、金融機関または収納代行業

者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負

担となります。また、収納代行による支払方法に

おいて、収納代行業者に対する支払いとは別に、

払込票の発行および送付にかかる当社に対する手

数料の支払義務が発生する場合があります。）に

よりお支払いいただくこともあります。なお、約

定支払日に口座振替ができなかった場合には、お

支払い口座が開設されている金融機関等との約定

により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額

または一部につき口座振替がなされることがあり

ます。 

1.毎月 10日（当日が金融機関等休業日の場合は

翌営業日）を約定支払日とし、本会員はショッ

ピング利用代金の支払区分および金融サービス

ごとに定められた該当する約定支払日に支払う

べき金額（以下「約定支払額」という。）を、

予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預

金口座等（原則として本会員名義の口座を届け

出るものとします。以下「お支払い口座」とい

う。）から口座振替の方法により支払うものと

します。ただし、事務上の都合により当該約定

支払日以降の約定支払日等にお支払いいただく

ことや、本会員の当社に対するお支払い口座の

届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が

特に指定した場合には、当社所定の金融機関の

預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行

業者による収納代行等の他の支払方法（この場

合、金融機関または収納代行業者に対する支払

いに係る手数料は原則本会員の負担となりま

す。また、収納代行による支払方法において、

収納代行業者に対する支払いとは別に、払込票

の発行および送付にかかる当社に対する手数料

の支払義務が発生する場合があります。）によ

りお支払いいただくこともあります。なお、約

定支払日に口座振替ができなかった場合または

事務上の都合がある場合には、お支払い口座が

開設されている金融機関等との約定により、当

該約定支払日以降の日に、約定支払額の全額ま

たは一部につき口座振替がなされることがあり

ます。 

6.第 3項から第 5項の換算レートおよび換算方法

は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した

為替相場を基準に JCBが定めるものとし、別途公

表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店

におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都

合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB

6.第 3項から第 5項の換算レートおよび換算方

法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定し

た為替相場を基準に当社が指定した料率（当社

が別途公表します。）を加算したものとしま

す。なお、一部の航空会社その他の加盟店にお

けるカード利用の場合には、当該加盟店の都合

により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが
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改定前 改定後 

が定める換算レートおよび換算方法により円換算

することがあります。 

定める換算レートおよび換算方法により円換算

することがあります。 

第３４条 明細 第３４条 明細 

2.当社は、本会員が標準期間満了日の当月 19日

までに「MyJチェック」に登録していない場合に

は、前項に代えて、明細書（明細を書面化したも

のをいう。以下同じ。）を本会員の届出住所宛に

送付します。また、当社は本会員が明細書の発行

を希望し、当社がこれを認める場合には、前項に

加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付しま

す。なお、年会費のみの支払いの場合等、カード

の種類によっては明細書の送付を行わない場合が

あります。当社が本会員に明細書を送付した場

合、本会員は当社に対し明細書の発行および送付

に係る明細手数料（以下「明細手数料」とい

う。）として当社が定める額を標準期間の満了日

の翌々月 10日に（ただし、当社所定の事由に該

当した場合には、その翌月以降に繰り延べられる

場合があります。）支払うものとします。ただ

し、当社が公表する事由に該当する場合には、本

会員は明細手数料の支払義務を負わないものとし

ます。なお、当社は本会員が明細手数料の支払義

務を負わない事由を変更する場合がありますが、

その場合には事前に公表または通知します。 

2.当社は、本会員が標準期間満了日の当月 19日

までに「MyJチェック」に登録していない場合に

は、前項に代えて、明細書（明細を書面化した

ものをいう。以下同じ。）を本会員の届出住所

宛に送付します。また、当社は本会員が明細書

の発行を希望し、当社がこれを認める場合に

は、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所

宛に送付します。なお、年会費のみの支払いの

場合等、カードの種類によっては明細書の送付

を行わない場合があります。当社が本会員に明

細書を送付した場合、本会員は当社に対し明細

書の発行および送付に係る明細手数料（以下

「明細手数料」という。）として当社が定める

額を標準期間の満了日の翌々月 10日に（もっと

も、当社所定の事由に該当した場合には、その

翌月以降に繰り延べられる場合があります。）

支払うものとします。ただし、当社が公表する

事由に該当する場合には、本会員は明細手数料

の支払義務を負わないものとします。なお、当

社は本会員が明細手数料の支払義務を負わない

事由を変更する場合がありますが、その場合に

は事前に公表または通知します。 
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  6.当社は本会員または本会員であった者（以

下、本項において「再発行希望者」という。）

が明細書の再発行（当社が過去に第 1項に基づ

き明細を通知し、または第 2項等に基づき明細

書を送付したものについて、同一の明細にかか

る明細書を再度発行することをいう。）を希望

し、当社がこれを認める場合には、当社所定の

方法により、再発行希望者に対して明細書を送

付します。当社が再発行希望者に再発行した明

細書を送付する場合、再発行希望者は当社に対

し、明細書の再発行および送付に係る手数料と

して当社が定める額を当社が定める時期までに

支払うものとします。この場合、第 2項ただし

書は準用されません。また、本項の規定は会員

が退会し、または会員資格を喪失した後も有効

とします。 

第３８条の２ （取引の制限等） 第３８条の２ （取引の制限等） 

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、

当社が必要と判断する期間、会員のカード利用

（ショッピング利用、キャッシング 1回払い、海

外キャッシング 1回払いおよびキャッシングリボ

払いの利用を含むが、それらに限らない。以下同

じ。）を停止し、または制限する場合がありま

す。なお、(1)の理由によりカード利用を停止ま

たは制限する場合、本会員のその後の支払状況に

かかわらず、当社が定める一定期間、当該停止ま

たは制限を継続する場合があります。 

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場

合、当社が必要と判断する期間、会員のカード

利用（ショッピング利用、キャッシング 1回払

い、海外キャッシング 1回払いおよびキャッシ

ングリボ払いの利用を含むが、それらに限らな

い。以下同じ。）を停止し、または制限する

（一部の加盟店においてのみカード利用できな

い場合を含む。）場合があります。なお、(1)の

理由によりカード利用を停止または制限する場

合、本会員のその後の支払状況にかかわらず、

当社が定める一定期間、当該停止または制限を

継続する場合があります。 

  (7)第 22条第 10項に該当した場合 
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改定前 改定後 

第４６条 会員規約およびその改定 第４６条 会員規約およびその改定 

本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用

されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と

個別に合意することなく、将来本規約を改定し

（本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定め

ることを含みます。）、または本規約に付随する

規定もしくは特約等を改定することができます。

この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を

定めたうえで、原則として会員に対して当該改定

につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員

の利益となるものである場合、または会員への影

響が軽微であると認められる場合、その他会員に

不利益を与えないと認められる場合には、公表の

みとする場合があります。なお、本規約と明示的

に相違する規定または特約がある場合は、当該規

定または特約が優先されるものとします。 

本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適

用されます。両社は、民法の定めに基づき、会

員と個別に合意することなく、将来本規約を改

定し（本規約と一体をなす規定・特約等を新た

に定めることを含む。）、または本規約に付随

する規定もしくは特約等を改定することができ

ます。この場合、両社は、当該改定の効力が生

じる日を定めたうえで、原則として会員に対し

て当該改定につき通知します。ただし、当該改

定が専ら会員の利益となるものである場合、ま

たは会員への影響が軽微であると認められる場

合、その他会員に不利益を与えないと認められ

る場合には、公表のみとする場合があります。

なお、本規約と明示的に相違する規定または特

約がある場合は、当該規定または特約が優先さ

れるものとします。 

2025年 2月 28日現在 2026年 3月 31日現在 

＜ご相談窓口＞ ＜ご相談窓口＞ 

3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご

相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個

人情報に関する各種お問い合わせ（ただし個人情

報の共同利用に関するお問い合わせについては項

番 4に従うものとします。）および支払停止の抗

弁に関する書面については下記 WEBサイトに記載

の当社の個人情報に関する相談窓口にご連絡くだ

さい。 

 

3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、

ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員

の個人情報に関する各種お問い合わせ（ただし

個人情報の共同利用に関するお問い合わせにつ

いては項番 4に従うものとします。）および支払

停止の抗弁に関する書面については下記 WEBサ

イトに記載の当社の個人情報に関する相談窓口

にご連絡ください。なお、当社および JCBで

は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者

を設置しております。 

（GSM00555・20230331） （GSM00555・20260331） 
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＜加盟個人信用情報機関＞ ＜加盟個人信用情報機関＞ 

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のと

おりです。 

●株式会社シー・アイ・シー（CIC）（貸金業

法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関） 

〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿フ

ァーストウエスト15階 

 電話番号 0120-810-414 

https://www.cic.co.jp/ 

●全国銀行個人信用情報センター 

 電話番号 03-3214-5020 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

●株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業法

に基づく指定信用情報機関） 

〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 

住友不動産上野ビル5号館 

 電話番号 0570-055-955 

https://www.jicc.co.jp/ 

 

※各個人信用情報機関の加盟資格、 

加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は

上記の各社開設のホームページをご覧ください。 

※株式会社ジェーシービー（JCB）の加盟個人信

用情報機関は、上記の個人信用情報機関のうち、

株式会社シー・アイ・シー（CIC）および株式会

社日本信用情報機構（JICC）となります。JCB以

外のカード発行会社の加盟個人信用情報機関につ

いては、カード送付時に同封されている規約集を

ご確認ください。 

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下の

とおりです。 

●株式会社シー・アイ・シー（CIC）（貸金業

法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関） 

 電話番号 0570-666-414  

https://www.cic.co.jp/ 

●全国銀行個人信用情報センター 

 電話番号 03-3214-5020 

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

●株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業

法に基づく指定信用情報機関） 

 電話番号 0570-055-955 

https://www.jicc.co.jp/ 

 

 

 

 

 

※各個人信用情報機関の加盟資格、 

加盟事業者企業名、登録される情報項目等の詳

細は上記の各社開設のホームページをご覧くだ

さい。 

※株式会社ジェーシービー（JCB）の加盟個人信

用情報機関は、上記の個人信用情報機関のう

ち、株式会社シー・アイ・シー（CIC）および株

式会社日本信用情報機構（JICC）となります。

JCB以外のカード発行会社の加盟個人信用情報機

関については、カード送付時に同封されている

規約集をご確認ください。 
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（KSK77AW・20250228） 

 

 

（KSK77AW・20260331） 
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